
 

 

つなぎ地区活動センターの管理を行う指定管理者の指定期間の変更について 

 

１ 指定管理者の指定期間を変更する公の施設 

(1) 名 称  つなぎ地区活動センター 

(2) 位 置  盛岡市繋字堂ケ沢36番地１ 

 

２ 指定管理者 

(1) 団体名称 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団 

(2) 代表者名 理事長 菊 地 昭 夫 

(3) 所在地  盛岡市若園町２番２号 

 

３ 指定期間 

(1) 変更前  平成31年４月１日から令和６年３月31日まで 

(2) 変更後  平成31年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

４ 指定期間を変更する理由 

  旧繋小学校の利活用について地域と検討を進める中で、つなぎ地区活動センターの機能移転に

向けた調整を進めていることから、当面の間は現在の指定管理者に管理運営を継続させることが

効率的であるため。 

 

５ 指定期間の変更までの経過 

  令和５年12月22日 指定期間の変更の議決 

      12月28日 指定管理者への通知・告示 


